
○
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
八
号

薬
事
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
九
号
）
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

旧
薬
事
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

細
川

律
夫

旧
薬
事
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

薬
事
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
号
）
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
な

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
令
に
よ
る
改
正
前
の
薬
事
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
二
第
六
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(622)

(623)

(621)

(622)

(620)

リ
ン
酸
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム
水
和
物
及
び
リ
ン
酸
二
水
素
ナ
ト
リ
ウ
ム
水
和
物
を
併
せ
て
含
有
す
る
注
射
剤

(621)
附

則



こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


